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「あきたハートフルネット」の参加
医療機関の間で診療情報を共有する
ことに同意くださった患者さんに、
登録カードを配付しています。

　ネットワークに参加している
医療機関では『あきたハートフ
ルネット』への登録をお勧めし
ております

　医療機関で説明を受けてから、
ご納得いただいたうえで「参加同
意書」を提出していただきます。

参加医療機関のリスト、同意書等の
様式については、秋田県医師会の運
営する「あきたハートフルネット」
のウェブサイトからダウンロードす
ることが可能です。

－詳しい情報については－

秋田県医師会のウェブサイトは
http://www.akita.med.or.jp/

●登録カード

●ネットワークへの登録について

　このネットワークへの登録は、
いつでも中止することができます。
中止を希望する場合は登録を申し
込んだ医療機関または秋田県医師
会事務局に申し出てください。も
し中止した場合でもその後の治療
等で何ら不利益を被ることはあり
ません。

●登録の中止について

　ネットワークに登録しても患者
さんの費用負担はありません。

●登録費用について
登録カードは、常に診察券などと一
緒にお持ちいただくことで、万一の
救急時にも、登録された情報を治療
のために役立てることができます。

住民（患者）の皆様へ



Q
Ａ　医療機関同士の連携をスムーズにするため
のネットワークシステムです。診療所や病院
の医師が患者さんの診療情報を共有すること
によって、地域全体で、一貫したより質の高
い医療を提供することを目指しています。

「あきたハートフルネット」って
なんですか？

Q
Ａ　次のようなメリットが考えられます。

①医療機関同士の連絡がスムーズに行えるよう
になり、手術後に転院する場合や、退院して
在宅医療を受ける場合など、きめの細かい医
療の継続が可能となります。

患者さんのメリットは？ Q
Ａ　ネットワークに参加し、かつ患者さんが
受診している医療機関のみが閲覧可能です。

患者情報は県内全ての
医療機関で閲覧できますか？

Q
Ａ　このネットワークで共有されている情報
は、高度な暗号化処理により守られていま
す。また、このネットワークは認められた
者以外は利用できません。

あきたハートフルネット（秋田県医
療連携ネットワークシステム）に関
するご相談、お問い合わせは、下記
にて承っています。

個人情報は守られていますか？

問い合わせ先

秋田県医師会事務局
電 話 018-833-7401（代）
FAX 018-832-1356
平日9時～17時まで
（土・日・祝日・年末年始除く）

あなたの情報を共有
していますので退院
後も安心ですよ。

Q
Ａ　患者さんの氏名、生年月日、住所などの基
本情報のほか、医師が医療連携に有用と判断
した受診歴、処方・検査結果、画像（放射線、
超音波など）などの情報です。ただし、同意
書を提出していただいた患者さんの情報に限
ります。

どんな情報が共有されますか？

Q
Ａ　受診した医療機関の医師が患者さん本人の
治療に役立てる場合以外には利用しません。
ただし、万一の救急時には、受診していない
医療機関であっても患者さんの治療のために
情報を取得し、いち早い処置に役立てること
があります。

どんな場合に閲覧されますか？

あきたハートフルネット
Q&A

②複数の医療機関にまたがる情報を共有できる
ため、適切な治療やアドバイスを受けやすく
なります。また、検査や投薬の重複を防ぐこ
とにもつながります。

以前はこんな薬が出
ていましたので今回
は…。

③医療体制が十分でない地域であっても、大き
な病院で受けた検査結果や画像などを閲覧で
きることにより、先進的な医療サービスの恩
恵を受けることが可能になります。

他の病院で受けても
らった検査の結果に
よると…。


